
施 設 名

管 理 者 名 指 定 期 間 ～

担 当 課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 概 要

敷地面積　１８，８３６㎡，延床面積　１１９㎡
建物構造　鉄筋コンクリート造（平屋建）
主な施設内容（構成施設の内容）
　野球場　１０，３３０㎡
　庭球場２面　１，４００㎡
　ゲートボール場２面　１，１４４㎡
　管理棟　１１９㎡

施 設 設 置 目 的

スポーツの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として、体育施設を設置す
る。

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

(１)新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき、スポーツの普及および振興を図り市民の心身の
健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。

(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、サービスの向上や平等利用を確保すること。

(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。

(４)利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。

(５)新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務を遵守すること。

(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。

(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。

(８)指定管理者制度を理解し、実践すること。

(９)本市施策の方向性（東区の健康増進施策の方向性である，メタボリックシンドロームの改善や運動の習慣化）に沿った自主事業の提
案・実施に努めること
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評価項目 評価指標 実績 評価コメント
※

適切に実施してい
た

基準利用者数の達成 利用者数年間10,000人以上 5,409人

新型コロナウイルス
の影響を考慮した
推定年間利用者数
7,194人

施設管理に関する利用者アンケートで「満足」が60％以
上

苦情･要望に対する対応
・苦情・要望には14営業日以内に回答
・苦情対応マニュアル整備

市 民

広報の充実 ホームページ等による情報提供更新月１回以上

各種サービス別満足度
アンケートによる満
足度が50％

苦情・要望には迅速
に対応

HPの随時更新
スタッフ通信の更新

満足度の目標値未
達成

苦情対応マニュア
ルは整備され、苦
情・要望については
必要に応じて適切
に対応していた

財 務

利用者一人当たりのコスト
削減額

利用者1人あたりのコストを800円以下 1,740円
新型コロナウイルス
の影響を考慮した
推定コスト1,307円

管理運営経費削減への取
り組み

省エネ及び環境に配慮した取り組みの実施

・グラウンド整備に
必要な機材や薬品
などの資材を津島
屋と共有
・電気供給業者の
入札による光熱費
削減

適切に実施していた

市の歳入の増加 使用料収入（免除料金含む）が年間 1,300千円以上
873,700円（全部免
除85,050円含む）

新型コロナウイルス
の影響を考慮した
推定年間使用料収
入1,048,935円

・普通救命講習Ⅱを
全員受講
・避難誘導訓練の
実施
・緊急連絡網の整
備

適切に実施してい
た

自己管理システム
事業報告書において、業務の自己点検と業務への反映
についての具体的記載

利用状況分析報告
書にて課題の抽出
と改善案の提示

適切に実施してい
た

事故防止の取組 ・補償を伴う事故発生件数0件 発生無し
事件、事故発生の
報告なし

事件・事故発生時の対応の
適切さ

関係法令の遵守
個人情報保護、情報公開及びコンプライアンスに関する
研修年1回以上

社内伝達方式によ
る研修会を更新の
都度実施

適切に実施してい
た

業務基準書等に定める事
項の遵守

その他業務仕様書等に定める事項の遵守
業務基準書に定め
る事項を厳守

適切に実施してい
た

業 務

他施設との連携に関する理
解

他施設と連携して実施する取組みを年４回以上実施

・全市営野球場の
大会利用調整
・館長会議で情報共
有

適切に実施してい
た

事業計画・事業報告の適切
さ

・事業報告が分かりやすく、かつ正確である
・事業報告の締切厳守

適切に対応
適切に実施してい
た

安全責任者の配置と安全
確保体制の確立

・危機管理マニュアルの職員周知
・防災訓練年2回以上実施

・危機管理マニュア
ルの整備・設置
・防火訓練2回実施

適切に実施してい
た

・利用者の安全確保のための対応が整理されている
（避難の誘導や蘇生対応等）
・市の主管課及び警察・消防への連絡体制が整備され
ている

適切に実施してい
た

人 材

配置人員条件の充足
業務に必要な資格又は専門知識、経験を有する職員の
配置

適切に対応
適切に配置されて
いた

配置人員のスキルの習得
度

職員研修を年3回以上実施

・普通救命講習Ⅱ
・接遇研修
・作業機械講習
・グラウンド整備講
習

適切に実施してい
た

労働基準の充足 労働関係法令の遵守

・庶務研修による労
働時間管理の徹底
・衛生推進者の配
置
・ハラスメント防止
推進員の配置



所 管 課 に よ る 総 合 評 価 （ 所 見 ）

利用者数は大会の割り当てによるところが大きいが、これまで以上に安全安心して過ごせる工夫を施すとともに、新たな環境サービスを提供するこ
とにより、利用者数アップ及びアンケート満足度改善につなげていきたい。

　令和元年度から５年間の指定管理業務の５年目にあたる中地区運動広場の指定管理業務は、基準書、業務計画書に基づき適切に管理運営さ
れている。市と施設管理者及び区内施設間の情報共有も適切に行われており、指定管理者として良好だと評価できる。
　今後も大会の誘致や積極的な広報活動など、利用者の多様なニーズに対応したサービスの提供を行い、大会等の予約状況との兼ね合いはある
が、利用者数及び顧客満足度の向上を図る取り組みがなされることを期待する。併せて、情報共有にあたっては、引き続き市との連携を密に図るよ
う努められたい。

指 定 管 理 者 記 載 欄 （ ア ピ ー ル し た い 事 項 ・ 未 達 成 項 目 へ の 改 善 策 等 ）

【評価基準】
Ａ：要求水準（評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている

Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている
Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない

※評価について、「A」を付ける場合は「優れている点」を、「C」を付ける場合は「達成されていない点」を、「評価コメ
ント」欄に明記してください。（評価指標が達成されているだけなら「B評価」で、その達成度や内容が優れていな

ければ「A評価」とはなりませんので、ご注意ください。）


